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議案第１号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 令和７年度狭山市一般会計補正予算（第６号）について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、そ

の承認を求める。 

 

 

  令和８年２月２０日提出 

 

      狭山市長 小谷野  剛 
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別紙 

専  決  処  分  書 

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定により、専決処分する。 

 

令和７年度狭山市一般会計補正予算（第６号） 

 

補正予算別冊のとおり 

 

 

令和８年１月２０日 

 

狭山市長 小谷野  剛 
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議案第２号 

 

   狭山市教育委員会委員の任命について 

 

 下記の者を狭山市教育委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

記 

 

住  所    （略） 

氏  名  野 村  和 

生年月日    （略） 

 

 

令和８年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 教育委員会委員宮﨑英子氏より令和７年１２月３１日をもって辞職したい旨の申し

出があり、これに同意したことに伴い、同氏の後任者として野村和氏を任命すること

について議会の同意を得たいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条

第２項の規定により、この案を提出するものである。 
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議案第３号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 下記の者を人権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求める。 

 

記 

 

住  所    （略） 

氏  名  千 葉  收 

生年月日    （略） 

 

 

令和８年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 人権擁護委員千葉收氏は、令和８年６月３０日をもって任期満了となるが、同氏を

再推薦することについて議会の意見を求めたいので、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、この案を提出するものである。 
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議案第４号 

 

   狭山市印鑑条例の一部を改正する条例 

 狭山市印鑑条例（昭和５０年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第１４条の見出し中「交付」を「交付申請等」に改め、同条第３項中「前２項」を

「前各項」に改め、「多機能端末機（当市の電子計算機と電気通信回線により接続さ

れた端末機で、印鑑登録証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。）に、

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５

年法律第２７号）第２条第７項に規定する」及び「（電子署名等に係る地方公共団体

情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）第２２条第

１項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限  

る。）」を削り、「第１２条の２第４項第２号ロ」を「第１２条の２第４項第３号 

ロ」に、「（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法

律第３５条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録され

たものに限る。）を使用して必要な事項を入力することにより」を「を使用し、多機

能端末機（当市の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機で、印鑑登録証

明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。）により」に改め、「交付を」

の次に「市長に」を加え、同項を同条第６項とし、同条第２項中「前項の」を「前２

項の規定による」に、「印鑑登録証及び」を「当該申請に係る事項及び印鑑登録証 

（前項の規定による申請にあつては、個人番号カード。以下この項において同じ。）

と」に、「と照合し」を「とを照合し」に、「うえ」を「上」に、「返付しなければ

ならない」を「返付するものとする」に改め、同項を同条第３項とし、同項の次に次

の２項を加える。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、登録者は、狭山市情報通信技術を活用し

た行政の推進に関する条例（平成１８年条例第１４号）第３条第１項の規定により、

同項に規定する電子情報処理組織を自ら使用し、印鑑登録証明書の交付を市長に申

請することができる。 

５ 市長は、前項の規定による申請があつたときは、当該申請に係る事項と印鑑登録

原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請を

した者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。 

 第１４条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、登録者は、行政手続における特定の個人を識別するた
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めの番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定す

る個人番号カード（以下「個人番号カード」という。）を提示し、印鑑登録証明書

の交付を市長に申請することができる。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１４条第３項の改正規定（「第

１２条の２第４項第２号ロ」を「第１２条の２第４項第３号ロ」に改める部分に限

る。）は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正

する法律（令和７年法律第４６号）の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか

遅い日から施行する。 

２ 狭山市事務手数料条例（昭和５１年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  別表１７の項中「第１４条第２項及び第３項」を「第１４条第３項、第５項及び

第６項」に改める。 

 

 

  令和８年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 市民の利便性の向上を図るため、印鑑登録証明書の交付申請等に係る規定を改める

とともに、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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議案第５号 

 

   狭山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正す

る条例 

 狭山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１８年条例第

１４号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   狭山市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 

 第１条を次のように改める。 

 （目的） 

第１条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進について、情報通信技術を

利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めることにより、手続

等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図り、もって

市民生活の向上に寄与することを目的とする。 

 第２条第２号中「 条例」を「 条例（狭山市議会委員会条例（昭和４２年条例第

１３号）を除く。）」に改め、「（昭和２２年法律第６７号）」の次に「第１５条第

１項に規定する規則、同法」を加え、「規程及び」を「規則その他の規程、議会の規

程、」に、「を含む」を「その他の規程をいう」に改め、同条第３号中「の機関」を

「の機関等」に、「又はこれに置かれる機関」を「、議会若しくは水道事業及び下水

道事業の管理者の権限を行う市長又はこれらに置かれる機関、これらの機関の職員で

あって法令又は条例等により独立に権限を行使することを認められたもの及び市が設

置する公の施設を管理する地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者」

に改め、同条第４号中「図形等」を「図形その他の」に改め、同条第７号から第１０

号までの規定中「機関」を「機関等」に改める。 

 第３条第１項中「市の機関は、」を削り、「規定により」を「規定において」に、

「としている」を「その他のその方法が規定されている」に、「市の執行機関が」を

「規則で」に改め、「により、」の次に「規則で定める」を加え、「機関の」を「機

関等の」に、「申請等をする者」を「その手続等の相手方」に、「いう。）を使用し

て行わせる」を「いう。以下同じ。）を使用する方法により行う」に改め、同条第２

項中「前項の規定」を「前項の電子情報処理組織を使用する方法」に、「を書面等に

より行うものとして規定した申請等に関する」を「に関する他の」に、「規定する書

面等」を「規定する方法」に改め、「みなして、」の次に「当該条例等その他の」を
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加え、同条第３項中「規定」を「電子情報処理組織を使用する方法」に、「同項の」

を「当該申請等を受ける」に、「機関」を「機関等」に改め、同条第４項中「第１項

の場合において、市の機関は、」を「申請等のうち」に、「より」を「おいて」に、

「としているもの」を「が規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用す

る方法により行う場合には、当該署名等」に改め、「かかわらず、」の次に「電子情

報処理組織を使用した個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個

人番号カードをいう。以下同じ。）の利用その他の」を加え、「市の執行機関が」を

「規則で」に、「当該署名等に代えさせる」を「代える」に改め、同条に次の２項を

加える。 

５ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料その他の収入

金の納付の方法が規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法

により行う場合には、当該手数料その他の収入金の納付については、当該条例等の

規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用

する方法であって規則で定めるものをもってすることができる。 

６ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等

に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該

申請等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又

は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則で定める場合には、規則で

定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定

を適用する。この場合において、第２項中「行われた申請等」とあるのは、「行わ

れた申請等（第６項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項か

ら第５項までにおいて同じ。）」とする。 

 第４条第１項を次のように改める。 

  処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等によ

り行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定

にかかわらず、規則で定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織を使用

する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子

情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則で定める方式による表示をする

場合に限る。 

 第４条第２項中「前項の規定」を「前項の電子情報処理組織を使用する方法」に、

「を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する」を「に関する他の」
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に、「規定する書面等」を「規定する方法」に改め、「みなして、」の次に「当該条

例等その他の」を加え、同条第３項中「規定」を「電子情報処理組織を使用する方 

法」に、「同項の」を「当該」に改め、同条第４項中「第１項の場合において、市の

機関は、」を「処分通知等のうち」に、「より」を「おいて」に、「としているも 

の」を「が規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行

う場合には、当該署名等」に、「市の執行機関が」を「規則で」に改め、「当該署名

等に」を削り、同条に次の１項を加える。 

５ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、

処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合そ

の他の当該処分通知等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行

うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則で定める場

合には、規則で定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分に

つき、前各項の規定を適用する。この場合において、第２項中「行われた処分通知

等」とあるのは、「行われた処分通知等（第５項の規定により前項の規定を適用す

る部分に限る。以下この項から第４項までにおいて同じ。）」とする。 

 第５条第１項中「市の機関は、」を削り、「規定により」を「規定において」に、

「としている」を「が規定されている」に、「市の執行機関が」を「規則で」に改め、

「書面等の縦覧等に代えて」を削り、「の縦覧等を」を「により」に改め、同条第２

項中「前項の規定」を「前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類」に、「を

書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する」を「に関する他の」に、「規

定する」を「より」に改め、「みなして、」の次に「当該条例等その他の」を加える。 

 第６条第１項中「市の機関は、」を削り、「規定により」を「規定において」に、

「としている」を「が規定されている」に、「市の執行機関が」を「規則で」に改め、

「書面等の作成等に代えて」を削り、「の作成等を」を「により」に改め、同条第２

項中「前項の規定」を「前項の電磁的記録」に、「を書面等により行うものとして規

定した作成等に関する」を「に関する他の」に、「規定する」を「より」に改め、 

「みなして、」の次に「当該条例等その他の」を加え、同条第３項中「第１項の場合

において、市の機関は、」を「作成等のうち」に、「より」を「おいて」に、「とし

ているもの」を「が規定されているものを第１項の電磁的記録により行う場合には、

当該署名等」に、「市の執行機関が」を「規則で」に改め、「当該署名等に」を削る。 

 第９条中「市の執行機関が」を「規則で」に改め、同条を第１１条とする。 

 第８条の見出しを「（情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表）」
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に改め、同条中「少なくとも毎年度１回、市の機関が」を削り、「使用して行わせ、

又は」を「使用する方法により」に、「申請等」を「市の機関等に係る申請等」に、

「情報通信の技術の利用」を「情報通信技術を活用した行政の推進」に改め、同条を

第１０条とする。 

 第７条の見出し中「市の」を削り、同条第１項中「機関」を「機関等」に、「情報

通信の技術の利用」を「情報通信技術を活用した行政」に改め、「、情報化の進展状

況等を勘案し」を削り、同条第２項中「情報通信の技術の利用」を「情報通信技術の

活用」に改め、同条第３項中「機関」を「機関等」に、「情報通信の技術の利用」を

「情報通信技術を活用した行政」に改め、同条を第９条とする。 

 第６条の次に次の２条を加える。 

 （適用除外） 

第７条 次の各号に掲げる手続等については、当該各号に定める規定は、適用しない。 

（１）手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する

必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける

必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして

規則で定めるもの 第３条から前条までの規定 

（２）申請等及び処分通知等のうち当該申請等又は処分通知等に関する他の条例等の

規定において電子情報処理組織を使用する方法により行うことが規定されている

もの（第３条第１項又は第４条第１項の規定により行うことが規定されているも

のを除く。） 第３条及び第４条の規定 

（３）縦覧等及び作成等のうち当該縦覧等又は作成等に関する他の条例等の規定にお

いて情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの（第５条

第１項又は前条第１項の規定により行うことが規定されているものを除く。）  

第５条及び前条の規定 

 （添付書面等の省略） 

第８条 申請等をする者に係る住民票の写し、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、

登記事項証明書その他の規則で定める書面等であって当該申請等に関する他の条例

等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、

当該条例等の規定にかかわらず、市の機関等が、当該申請等をする者が行う電子情

報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区

分に応じ規則で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当
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該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場

合には、添付することを要しない。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和８年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 市の機関等に係る手続等の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図る

ため、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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議案第６号 

 

   狭山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正す

る条例 

第１条 狭山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（令和７年条

例第２３号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項の表給料月額の欄中「３９２，０００円」を「４０５，０００円」

に、「４４０，０００円」を「４５５，０００円」に、「４９２，０００円」を 

「５０８，０００円」に、「５５５，０００円」を「５７４，０００円」に、  

「６３４，０００円」を「６５５，０００円」に、「７４０，０００円」を   

「７６５，０００円」に改める。 

  第８条第１項の表給料月額の欄中「１９２，０００円」を「２００，３００円」

に、「２１９，５００円」を「２２７，８００円」に、「２６０，０００円」を 

「２６９，５００円」に、「２７９，７００円」を「２９０，１００円」に、  

「３２０，６００円」を「３３１，９００円」に改める。 

  第１０条第４項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、   

「１００分の９５」を「１００分の９７．５」に、「１００分の１０５」を   

「１００分の１０７．５」に、「１００分の８７．５」を「１００分の９０」に改

める。 

第２条 狭山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を次の

ように改正する。 

  第１０条第４項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に、

「 １ ０ ０ 分 の ９ ７ ． ５ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の９ ６ ． ２ ５ 」 に 、 「 １ ０ ０ 分 の     

１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に、「１００分の９０」を「１００分

の８８．７５」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月１日

から施行する。 
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  令和８年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 国の一般職の任期付職員の給与改定の状況に鑑み、一般職の任期付職員の給料の額

並びに期末手当及び勤勉手当の支給割合を改定したいので、この案を提出するもので

ある。 
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議案第７号 

 

   狭山市事務手数料条例の一部を改正する条例 

 狭山市事務手数料条例（昭和５１年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第３条の次に次の１条を加える。 

 （郵便等による送付に要する費用） 

第３条の２ 郵便等による謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求める者は、第

２条に規定する手数料のほか、送付に要する費用を負担するものとする。 

 第４条に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定は、多機能端末機（本市の電子計算機と電気通信回線により接続さ

れた端末機で、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同  

じ。）による申請をするとき、及び狭山市情報通信技術を活用した行政の推進に関

する条例（平成１８年条例第１４号）第３条第１項に規定する電子情報処理組織を

使用することによる申請をする場合であつて郵便等により送付を受けるときについ

ては、適用しない。 

 別表１の項中「（本市の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機で、証

明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。）」を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和８年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 郵便等による謄本、抄本、証明書その他の書類の送付に要する費用に係る規定を設

けるとともに、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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議案第８号 

 

   狭山市立保育所条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 狭山市立保育所条例の一部を改正する条例（令和７年条例第２８号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表第５項の表の次に１表を加える改正規定のうち別表第６項の表Ｂ階層の項中 

「６０円」を「１００円」に改め、同表Ｄ階層の項を削り、同表Ｅ階層の項中「Ｅ階

層」を「Ｄ階層」に、「１５０円」を「１００円」に改める。 

 別表備考第１項を改め、同表備考中第２項を第４項とし、第１項の次に２項を加え

る改正規定のうち同表備考第２項中「及び「Ｂ階層」はそれぞれ」を「は」に、「及

び「Ｂ階層」をいい」を「をいい、「Ｂ階層」は同表に規定する「Ｂ階層」及び「Ｃ

階層」のうち「Ｃ１」から「Ｃ６」までをいい」に改め、「いい、「Ｄ階層」は同表

に規定する「Ｃ階層」のうち「Ｃ１」から「Ｃ６」までを」を削り、同表備考第３項

中「Ｅ階層」を「Ｄ階層」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和８年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 乳児等通園支援事業の保育料に係る規定を改めたいので、この案を提出するもので

ある。 
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議案第９号 

 

   狭山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 狭山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年条

例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 第９条の見出しを「（乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件）」に改め、同条

中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。 

 第１０条の見出し及び同条第１項並びに第１３条中「乳児等通園支援事業者」を 

「乳児等通園支援事業所」に改める。 

 第１６条第６号中「乳児及び幼児の区分ごとの」を削り、同条第７号中「並びに」

を「その他の」に改める。 

 第１８条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。 

 第２０条第３項中「係る利用定員」の次に「（子ども・子育て支援法（平成２４年

法律第６５号）第２７条第１項又は第２９条第１項の規定による確認において定める

利用定員をいう。）」を加える。 

 第２６条後段を削る。 

 第２７条中「職員」を「乳児等通園支援事業所の職員」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

  令和８年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をした

いので、この案を提出するものである。 
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議案第１０号 

 

   狭山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 狭山市国民健康保険税条例（昭和２９年条例第３３号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第１項第１号中「及び」を「、」に改め、「介護納付金」という。）」の次

に「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による子ども・子

育て支援納付金（以下「子ども・子育て支援納付金」という。）」を加え、同項に次

の１号を加える。 

（４）子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用（埼玉県の国民健康保険に関する特別会計において

負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）

に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

 第２条第２項中「及び資産割額」及び「及び世帯別平等割額」を削り、同項ただし

書中「６５万円」を「６６万円」に改め、同条第３項ただし書中「２４万円」を  

「２６万円」に改め、同条に次の１項を加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項の世帯

主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額及び被保険者均等割額の合算額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者（地方

税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第７０３条の４第３０項

に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被

保険者均等割額を加算した額とする。 

 第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」

を「法」に、「１００分の６．７９」を「１００分の８．１０」に改め、同条第２項

中「１００分の２．７２」を「１００分の２．７４」に改める。 

 第４条を次のように改める。 

第４条 削除 

 第５条第１項中「２万２，７００円」を「４万９，３００円」に改め、同条第２項

中「１万５，９００円」を「１万６，６００円」に改める。 

 第５条の２を次のように改める。 

第５条の２ 削除 

 第６条中「１００分の２．３６」を「１００分の２．３５」に改める。 
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 第７条中「１万７，１００円」を「１万６，７００円」に改め、同条の次に次の３

条を加える。 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額） 

第７条の２ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００分の 

０．２６を乗じて算定する。 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等

割額） 

第７条の３ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１，５００

円とする。 

 （１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保険

者均等割額） 

第７条の４ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保険者１

人について１００円とする。 

 第１９条第１項各号列記以外の部分中「及びイ」を削り、「６５万円」を「６６万

円」に、「ウ」を「イ」に、「２４万円」を「２６万円」に、「並びに」を「及び」

に、「エ」を「ウ」に改め、同項第１号ア中「１万５，８９０円」を「３万    

４，５１０円」に改め、同号イを削り、同号ウ中「１万１，１３０円」を「１万  

１，６２０円」に改め、同号中ウをイとし、同号エ中「１万１，９７０円」を「１万

１，６９０円」に改め、同号中エをウとし、同号に次のように加える。 

  エ 第２条第５項に規定する国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額  

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について１，０５０

円 

 第１９条第１項第２号ア中「１万１，３５０円」を「２万４，６５０円」に改め、

同号イを削り、同号ウ中「７，９５０円」を「８，３００円」に改め、同号中ウをイ

とし、同号エ中「８，５５０円」を「８，３５０円」に改め、同号中エをウとし、同

号に次のように加える。 

  エ 第２条第５項に規定する国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額  

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について７５０円 

 第１９条第１項第３号ア中「４，５４０円」を「９，８６０円」に改め、同号イを

削り、同号ウ中「３，１８０円」を「３，３２０円」に改め、同号中ウをイとし、同

号エ中「３，４２０円」を「３，３４０円」に改め、同号中エをウとし、同号に次の

ように加える。 
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  エ 第２条第５項に規定する国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額  

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について３００円 

 第１９条第２項第１号ア中「３，４０５円」を「７，３９５円」に改め、同号イ中

「５，６７５円」を「１万２，３２５円」に改め、同号ウ中「９，０８０円」を「１

万９，７２０円」に改め、同号エ中「１万１，３５０円」を「２万４，６５０円」に

改め、同項第２号ア中「前項第１号ウ」を「前項第１号イ」に、「２，３８５円」を

「２，４９０円」に改め、同号イ中「前項第２号ウ」を「前項第２号イ」に、   

「３，９７５円」を「４，１５０円」に改め、同号ウ中「前項第３号ウ」を「前項第

３号イ」に、「６，３６０円」を「６，６４０円」に改め、同号エ中「７，９５０ 

円」を「８，３００円」に改め、同項に次の１号を加える。 

（３）第２条第５項に規定する国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

  ア 前項第１号エに規定する金額を減額した世帯 ２２５円 

  イ 前項第２号エに規定する金額を減額した世帯 ３７５円 

  ウ 前項第３号エに規定する金額を減額した世帯 ６００円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ７５０円 

 第１９条第３項に次の２号を加える。 

（７）出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額 当該出産被

保険者につき第７条の２の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、当

該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

（８）出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 当

該出産被保険者につき第７条の３の規定により算定した被保険者均等割額の１２

分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を

乗じて得た額 

 附則第５項及び第６項並びに第８項から第１５項までの規定中「第６条」の次に 

「、第７条の２」を加える。 

   附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の狭山市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の

年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例による。 
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  令和８年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 国民健康保険の安定した財政運営を図るため、国民健康保険税の税率等を改定する

とともに、地方税法の改正に伴い、子ども・子育て支援納付金に係る規定を設ける等

所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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議案第１１号 

 

   狭山市中小企業融資条例の一部を改正する条例 

 狭山市中小企業融資条例（平成１９年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２号エ及びオを削る。 

   附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前にあっせんの申込み又は融資がされた改正前の第４条第２

号に掲げる認証等取得資金融資及び近代化資金融資については、なお従前の例によ

る。 

 

 

  令和８年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 中小企業者に対する融資について、認証等取得資金融資及び近代化資金融資を廃止

したいので、この案を提出するものである。 
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議案第１２号 

 

   狭山市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

 狭山市建築基準法等関係事務手数料条例（平成１８年条例第１５号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１条中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等

の円滑化に関する法律」に、「マンション建替円滑化法」を「マンション再生円滑化

法」に改める。 

 第３条中「マンション建替円滑化法」を「マンション再生円滑化法」に改める。 

 第５条第１項を次のように改める。 

 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。 

（１）次に掲げる建築物を建築しようとして、第２条及び第３条に規定する手数料を

徴収する事務に係る申請（ア及びイに掲げる建築物にあっては、第２条に規定す

る事務に係る申請に限る。）をするとき。 

  ア 災害による滅失又は毀損のため、当該滅失又は毀損の日の翌日から１年以内

に建築する建築物 

  イ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に基づく都市計画事業、土地区画

整理法（昭和２９年法律第１１９号）に基づく土地区画整理事業又は国若しく

は地方公共団体の行う道路若しくは河川の工事のため、新築し、増築し、改築

し、又は移転しなければならない建築物 

  ウ 本市が建築主である建築物その他市長が特に必要と認める建築物 

（２）官公署がその職務上必要とするための申請（別表第２の４３の項から４５の項

までに規定する事務に係る申請に限る。）をするとき。 

（３）その他市長が特別の事由があると認めるとき。 

 第５条第２項中「前項」を「前項第１号」に改め、同条第３項中「前２項」を「第

１項第１号及び前項」に改める。 

 別表第２の４２の項中「第１３７条の１２第６項」を「第１３７条の１２第１１ 

項」に改め、同表４２の２の項中「第１３７条の１２第７項」を「第１３７条の１２

第１２項」に改め、同表４６の項中「マンション建替円滑化法第１０５条第１項」を

「マンション再生円滑化法第１６３条の５９第１項」に、「の特例の」を「又は各部

分の高さに関する特例の」に、「要除却認定マンション」を「要除却等認定マンショ

ン」に、「建築されるマンションの容積率」を「建築されるマンション又は要除却等
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認定マンションの更新がされるマンションの容積率又は各部分の高さ」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第５条並びに別表第２の 

４２の項及び４２の２の項の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和８年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴い、要除却認定マンション

の建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例許可申請手数料に係る規

定を改めるとともに、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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議案第１３号 

 

   狭山市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する

条例 

 狭山市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例（平成６年条例第１２

号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項第４号中「第２条第１６号」を「第２条第１８号」に、「第２条第 

１８号」を「第２条第２０号」に、「第２４条」を「第２７条」に改める。 

 別表第１に次のように加える。 

フラワーヒル地区地区整

備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された

フラワーヒル地区地区計画の区域のうち、地区整備

計画が定められた区域 

 別表第２に次のように加える。 

フ ラ ワ ー ヒ

ル 地 区 地 区

整 備 計 画 区

域 

Ａ地区 次に掲げる建築物以外のもの 

（１）１戸建ての住宅 

（２）長屋（住戸の数が２以下のものに限る。） 

（３）延べ面積の２分の１以上を居住の用に供し、か

つ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねる住宅（こ

れらの用途に供する部分の床面積の合計が５０平

方メートルを超えるものを除く。） 

  ア 事務所 

  イ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに

類する施設 

（４）診療所 

（５）公益上必要な建築物で次に掲げるもの 

  ア 郵便局（延べ面積が５００平方メートル以内

のものに限る。） 

  イ 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建

築物（延べ面積が６００平方メートル以内のも

のに限る。） 

  ウ 公園内の公衆便所又は休憩所 

  エ 路線バスの停留所の上家 

  オ 公衆電話所 

  カ ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第２

条第１３項に規定するガス工作物（同条第２項

に規定するガス小売事業の用に供するものを除

く。）の設置に係る建築物 

（６）近隣に居住する者の利用に供する建築物で次に

掲げるもの 

  ア 集会所 

  イ 備蓄倉庫その他これに類するもの  
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  （７）道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３

条第１号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業

の用に供する建築物で次に掲げるもの 

  ア 当該事業の事業者の利用に供する休憩所 

  イ 駐輪場（路線バスを利用する者の利用に供す

る駐輪場に限る。） 

（８）前各号の建築物に附属するもので第一種低層住

居専用地域内に建築することができるもの 

Ｂ地区 法別表第２（に）項に掲げる建築物 

 別表第５に次のように加える。 

フ ラ ワ ー ヒ

ル 地 区 地 区

整 備 計 画 区

域 

Ａ地区 １５０平方メートル。ただし、次に掲げる場合は、こ

の限りでない。 

（１）フラワーヒル地区地区計画の決定の際、現に建

築物の敷地として使用されている土地でフラワー

ヒル地区地区整備計画に定める建築物の敷地面積

の最低限度に適合しないもの又は現に存する所有

権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使

用するならば当該地区整備計画に定める建築物の

敷地面積の最低限度に適合しないこととなる土地

について、その全部を一の敷地として使用すると

き。 

（２）前号に規定する土地に当該土地に隣接する土地

の全部又は一部を加えて、その全部を一の敷地 

（１５０平方メートル未満の敷地に限る。）とし

て使用するとき。 

（３）土地の一部を道路等の公共施設として使用する

場合において、土地の区画を変更することなく建

築物の敷地として使用するとき。 

（４）次に掲げる公益上必要な建築物の敷地として使

用するとき。 

  ア 郵便局 

  イ 公園内の公衆便所又は休憩所 

  ウ 路線バスの停留所の上家 

  エ 公衆電話所 

  オ ガス事業法第２条第１３項に規定するガス工

作物（同条第２項に規定するガス小売事業の用

に供するものを除く。）の設置に係る建築物 

（５）近隣に居住する者の利用に供する備蓄倉庫その

他これに類する建築物の敷地として使用すると 

き。 

（６）次に掲げる道路運送法第３条第１号イに掲げる

一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する建築物

の敷地として使用するとき。 

  ア 当該事業の事業者の利用に供する休憩所  
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    イ 駐輪場（路線バスを利用する者の利用に供す

る駐輪場に限る。） 

 別表第７に次のように加える。 

フ ラ ワ ー ヒ

ル 地 区 地 区

整 備 計 画 区

域 

Ａ地区 １０メートル 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第５条第２項第４号の改正

規定は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和８年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山都市計画地区計画の変更に伴い、フラワーヒル地区地区整備計画の区域内にお

ける健全な住環境を確保するため、当該区域内の建築物の用途、構造及び敷地に関す

る制限を定めるとともに、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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議案第１４号 

 

   狭山市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 狭山市水道事業給水条例（平成１０年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２中 

「 

一般用 

13 ミリメートル 900 円 

 

 

20 立方メートルまでの分 

 

 

20 立方メートルを超え

40 立方メートルまでの分 

 

 

40 立方メートルを超え

60 立方メートルまでの分 

 

 

60 立方メートルを超え

100 立方メートルまでの

分 

 

 

100 立方メートルを超え

1,000 立方メートルまで

の分 

 

 

1,000 立方メートルを超

える分 

 

 

 

 

45 円 

 
 
 

115 円 

 

 

 

170 円 

 

 

 

215 円 

 

 

 

 

270 円 

 

 

 

 

320 円 

20 ミリメートル 1,200 円 

25 ミリメートル 1,800 円 

30 ミリメートル 4,800 円 

40 ミリメートル 7,600 円 

50 ミリメートル 22,000 円 

75 ミリメートル 38,000 円 

100 ミリメートル 55,000 円 

150 ミリメートル

以上 
管理者が定める額 

                                     」 

を 
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「 

一般用 13 ミリメートル 2,088 円  

20 立方メートルまでの分 

 

20 立方メートルを超え

40 立方メートルまでの分 

 

40 立方メートルを超え

60 立方メートルまでの分 

 

60 立方メートルを超え

100 立方メートルまでの

分 

 

100 立方メートルを超え

1,000 立方メートルまで

の分 

 

1,000 立方メートルを超

える分 

 

 

18 円 
 
 

133 円 

 

 

194 円 

 

 

241 円 

 

 

 

281 円 

 

 

 

323 円 

 

20 ミリメートル 2,778 円 

25 ミリメートル 4,158 円 

30 ミリメートル 7,200 円 

40 ミリメートル 11,400 円 

50 ミリメートル 33,000 円 

75 ミリメートル 57,000 円 

100 ミリメートル 82,500 円 

150 ミリメートル 178,920 円 

200 ミリメートル 379,620 円 

250 ミリメートル 

以上 

管理者が定

める額 

                                     」 

に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第２の規定は、令和８年１１月 1 日以後の水道メーターの検針に係

る水道料金（以下「料金」という。）について適用し、同日前の水道メーターの検

針に係る料金については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して水道を使用してい

る者の令和８年１１月１日から同月３０日までの間の水道メーターの検針に係る料

金については、改正後の別表第２の規定による料金（以下「新料金」という。）の

額から改正前の別表第２の規定による料金の額を差し引いた額の２分の１の額（当

該額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた額）を新料金の額

から差し引いた額とする。 
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  令和８年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 水道事業の健全な運営を図るため、水道料金を改定したいので、この案を提出する

ものである。 
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議案第１５号 

 

   狭山市下水道条例の一部を改正する条例 

 狭山市下水道条例（昭和４９年条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２一般汚水の項中「１，２００円」を「１，６２０円」に、「１２円」を 

「６円」に、「８５円」を「９０円」に、「９５円」を「１００円」に、「１２０ 

円」を「１２５円」に、「１４０円」を「１４４円」に、「１７０円」を「１７３ 

円」に、「２００円」を「２０２円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第２の規定は、令和８年１１月１日以後に使用料の支払を受ける権

利が確定する公共下水道の使用に係る使用料について適用し、同日前に使用料の支

払を受ける権利が確定する公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の

例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続している公共下水道の

使用で、令和８年１１月１日から同月３０日までの間に使用料の支払を受ける権利

が確定するものに係る使用料については、改正後の別表第２の規定による使用料 

（以下「新使用料」という。）の額から改正前の別表第２の規定による使用料の額

を差し引いた額の２分の１の額（当該額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り上げた額）を新使用料の額から差し引いた額とする。 

 

 

  令和８年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 下水道事業の健全な運営を図るため、公共下水道の使用料の額を改定したいので、

この案を提出するものである。 
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議案第１６号 

 

令和７年度狭山市一般会計補正予算（第７号） 

 

 

補正予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 
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議案第１７号 

 

令和７年度狭山市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 

補正予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 
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議案第１８号 

 

令和７年度狭山市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 

補正予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 
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議案第１９号 

 

令和７年度狭山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 

 

補正予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 
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議案第２０号 

 

   令和８年度狭山市一般会計予算 

 

 

 予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和８年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 
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議案第２１号 

 

   令和８年度狭山市国民健康保険特別会計予算 

 

 

 予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和８年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 
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議案第２２号 

 

   令和８年度狭山市介護保険特別会計予算 

 

 

 予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和８年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 
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議案第２３号 

 

   令和８年度狭山市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 

 予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和８年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 
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議案第２４号 

 

   令和８年度狭山市水道事業会計予算 

 

 

 予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和８年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 
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議案第２５号 

 

   令和８年度狭山市下水道事業会計予算 

 

 

 予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和８年２月２０日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 
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議案第２６号 

 

   西武鉄道新宿線入曽駅における東西自由通路等の整備及び橋上駅舎化に伴う鉄 

   道施設の改良工事に関する施行協定の変更協定の締結について 

 

 下記のとおり変更協定を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第４号）第２条の規定により、議会の議決

を求める。 

 

記 

 

１ 協 定 の 目 的  西武鉄道新宿線入曽駅における東西自由通路等の整備

及び橋上駅舎化に伴う鉄道施設の改良工事 

２ 変 更 協 定 金 額  ４，３４０，０００，０００円 

３ 今回の変更による減額    ２０３，４００，０００円 

４ 協 定 の 相 手 方  埼玉県所沢市くすのき台１丁目１１番地の１ 

              西武鉄道株式会社 

              取締役社長 小 川 周一郎 

 

 

  令和８年２月２０日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 西武鉄道新宿線入曽駅における東西自由通路等の整備及び橋上駅舎化に伴う鉄道施

設の改良工事に関する施行協定について、協定金額を変更したいので、条例の定める

ところにより、この案を提出するものである。 
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議案第２７号 

 

   市道路線の認定について 

 

 下記の路線を市道に認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

路  線  名 
起         点 

重要な経過地 
終         点 

Ｆ第１２６８号線 
狭山市大字笹井字八木前２９２４番１地先  

狭山市大字笹井字西八木２８３０番１地先 

 

 

令和８年２月２０日提出 

 

       狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 管理移管される国道２９９号の一部区間について、県との協議が整ったことから、

市道に認定したいので、この案を提出するものである。 
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議案第２８号 

 

   市道路線の認定について 

 

 下記の路線を市道に認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

路  線  名 
起         点 

重要な経過地 
終         点 

Ｇ 第 ６ ６ 号 線 
狭山市新狭山二丁目１７番４３地先  

狭山市新狭山二丁目１７番４２地先 

 

 

令和８年２月２０日提出 

 

       狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 開発行為により新設された路線を市道に認定したいので、この案を提出するもので

ある。  

 


